
 

１ 目的                                       

 公共施設等総合管理計画において、施設の適正配置や管理運営費の財源額保のため、

民営化が可能な施設については譲渡を進める方針を位置付けているが、平成 27 年の計

画策定後、現時点で譲渡を行った施設は１つもない状況である。 

 令和６年度をもって当該計画の現計画期間は終了することから、計画期間内に施設を

譲渡すべきか否かの判断を促すため、マニュアル等の作成を行うもの。 

■公共施設等総合管理計画 

 計画期間：平成 27 年４月１日から令和 7 年 3 月 31 日まで（10 年間） 

○公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画に具体的に 

施設譲渡を位置付ける施設又は施設譲渡に向け交渉を行う施設（表） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組方針・内容                                 

譲渡検討マニュアルの作成（検討スキームの提示） 

  ①譲渡可否の判断方法 

  ②施設を譲渡しない場合の対応 

③施設譲渡検討シートの作成 

  ④施設譲渡促進に向けたインセンティブの検討 

３ 今後のスケジュール                                

（１）令和５年１月２０日（金）   公共施設マネジメント推進委員会           

（２）令和４年度中         施設譲渡マニュアルの策定 

（３）令和５年度          マニュアル等に基づき取組開始 

（４）令和６年度          次期計画に譲渡可否の判断を反映 

【資料２】   令和５年１月２０日 
公共施設マネジメント推進委員会資料 
総務部財政課財産活用政策室 

施設譲渡促進に向けた取組について 


